








厚生年金基金掛金率の変更のお知らせ 

算定基礎届等事前調査へのご協力ありがとうございました 
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みんなで育てよう私たちの基金 みんなで育てよう私たちの基金 

　平成19年4月分より、当基金の掛金率が変更となりました。今年度は平成17年4月より行われている段階的
な掛金率引上げの最終年度にあたります。なお、今後当基金では、今回の掛金率の変更とは別に、平成19年3
月31日を基準日とした財政再計算を予定しています。 

厚生年金基金掛金率の変更のお知らせ 

　先頃、算定基礎届等の作成方法等について事前に希望をお聞きするため、各事業所様に算定基礎届等事前
調査票のご提出をお願いいたしましたが、ご協力誠にありがとうございました。 
　当基金における算定基礎届の提出にあたっては、手書きもしくは自社等のコンピュータ、パソコンにて作
成していただいていますが、従前より事業所での事務軽減を図るため、手書きにて算定基礎届を作成される
事業所に対し、氏名・生年月日・現在の等級などが印字済みの用紙を配布しています。 
　また、基本情報（加入員番号・氏名・生年月日等）を登録したフロッピー・ディスクを配付し、給与データ
を入力していただいたエクセルを当方に提出いただければ、紙ベースもしくは社会保険事務所・健康保険組
合に提出するフロッピー・ディスクを作成しています。 
　ご提出いただきました算定基礎届等事前調査票を参考とさせていただき、算定基礎届等の作成方法等の検
討をさせていただくこととなります。 

算定基礎届等事前調査へのご協力ありがとうございました 

■平成19年4月からの掛金率 

変更前　　変更後 

●普通掛金 4.1％  →  4.1％ 

●特別掛金 2.4％  →  2.7％ 

●事務費掛金 0.3％  →  0.3％ 

●合計 6.8％  →  7.1％ 

※変更はありません。賞与分については3.8％となります。 

※変更はありません。 

　高齢化社会を迎え、厚生年金保険を補完する厚生年金

基金の役割は一層重要なものとなっています。厚生年金

基金は規模が大きくなるほどスケールメリットが活かされ、

給付の充実や福祉施設事業の拡大を可能にします。皆さ

んのお仲間で、まだ基金に加入していない会社がござい

ましたら、ご説明に参りますのでよろしくお願いします。 

ききん 
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離婚時における厚生年金の分割制度 離婚時における厚生年金の分割制度 
　平成19年4月1日以降に成立した離婚等を対象に、
婚姻期間中における厚生年金被保険者期間の保険
料納付記録※を分割することができます。平成19年
4月1日以降の離婚等であれば、平成19年4月1日前
の婚姻期間等も分割の対象期間に含まれます。分割
の請求は、離婚等成立後2年以内に最寄りの社会保
険事務所で行います。 
　分割は報酬総額の多い人（第1号改定者）から少
ない人（第2号改定者）へ行うことができ、分割割
合は1／2が上限となります。分割を行うには離婚
当事者同士の合意が必要です。合意が得られない場
合、当事者どちらか一方の求めにより家庭裁判所で
決めることもできます。 

　分割の成立後は、分割後の保険料納付記録に応じ
て、本人の支給開始年齢から年金を受けることにな
ります。ただし、年金を受けるためには、自分自身
の受給資格期間を満たす必要があります。また、元
配偶者が亡くなっても年金額には影響しません。 

　平成16年の年金法改正に基づき、平成19年4月から国の年金制度
の改正事項が実施されます。国の老齢厚生年金の一部を代行する厚生
年金基金でも、これらの改正事項に対応し、一部規約を変更しました。 

分割に関する情報提供：離婚等の当事者の双方
またはどちらか一方が社会保険事務所へ請求
することで、当事者それぞれの保険料納付記
録等の情報提供を受けられます。 

70歳以上の在職者にも「在職老齢年金」が適用 70歳以上の在職者にも「在職老齢年金」が適用 
　70歳以上の在職者についても、60歳台後半の在職
老齢年金と同じしくみにより年金額が調整されます。
具体的には加給年金額を除く老齢厚生年金月額（基
本月額）と、標準報酬月額とその月以前1年間の標準

賞与額の1／12の合計額（総報酬月額相当額）の合
計が48万円を超えた場合、超えた額の1／2が基本
月額から支給停止されます。ただし、70歳以上の在
職者は厚生年金保険の被保険者とならないため、厚
生年金保険料の負担はありません。 

●当基金においても、国と同様に離婚時の年金分割
制度を導入します。 

●国の厚生年金の分割により国の厚生年金が減額
された場合は、基金からの年金も同様に減額とな
ります。 
●離婚時の年金分割の請求は社会保険事務所で行
います。当基金での手続きは必要ありません。 
●離婚分割の第1号改定者が当基金の加入員または
年金（待期者）受給権者の場合は、社会保険庁か

ら基金あてに改定割合の通知が届きます。当基金
では、厚生年金の代行部分をその割合に応じて減
額改定します。また、同時に当事者（第1号改定者）
へ減額改定する旨の通知をしたうえで、減額分の
年金原資（現価相当額）を社会保険庁に移換します。
これによって、第2号改定者（分割を受ける方）が、
国から厚生年金として受給します。 
●基金のプラスアルファ部分は離婚分割の対象に
はなりません。 

●当基金においても、国と同様に70歳以上の人の在
職支給停止制度を導入します。当基金の支給停止
対象となる人は、70歳以上で当基金の加入事業所
に勤務されている人です。 

※平成14年4月以前に当基金の年金の受給権を取得されてい
る人（原則として、昭和17年4月1日以前生まれ）は、支給

停止の対象とはなりません。 

●70歳以上の人の在職支給停止は、代行部分のみで、
プラスアルファ部分は停止しません。 

●支給対象者については、社会保険庁からの情報に
基づき、自動的に基金の年金の支給が行われます。 

保険料納付記録…標準報酬（標準報酬月額と標準賞与額）
の総額のこと。将来受ける厚生年金の額を計算する際の基
礎になります。 

※ 

国の年金制度改正と基金の対応 国の年金制度改正と基金の対応 国の年金制度改正と基金の対応 
平成19年4月実施 

基金の対応 

基金の対応 

基金の対応 

基金の対応基金の対応 基金の対応 
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老齢厚生年金を66歳以降に繰下げ 老齢厚生年金を66歳以降に繰下げ 
　一律65歳支給の老齢厚生年金を実際の退職後年
齢から受けられるよう繰り下げることができます。
66歳以降に社会保険事務所へ申し出ることで、本来
の年金額に一定の繰下げ加算額を加えた額が支給
されます。平成19年4月以降に65歳になり老齢厚生

年金の受給権を得た人が対象です。ただし65歳にな
ったとき、または65歳から66歳になるまでの間に
他の年金給付（老齢基礎年金等を除く）の受給権を
得た人は繰下げできません。 

年金受給権者の年金支給停止の申し出 年金受給権者の年金支給停止の申し出 
　年金の受給権を得ても、自らの意思で年金を受け
ないという選択ができます。社会保険事務所へ申し
出ることで年金額の全額を支給停止できますが、一
部のみを支給停止することはできません。 
　在職老齢年金により一部支給停止されている場

合は、支給中の年金額について停止を選択できます。 
　また、支給停止した年金の支給はいつでも再開す
ることができますが、過去に支給停止した年金をさ
かのぼって受けることはできません。 

国の年金制度改正と基金の対応 国の年金制度改正と基金の対応 

●当基金においても、国と同様に年金の支給繰下げ
制度を導入します。国の老齢厚生年金を繰り下げ
る場合は、同様に基金の年金の支給繰下げを行う
必要があります。 
●基金で繰下げをした場合は、国と同様に繰下げ
開始から終了までの間は、年金の支給は停止さ
れます。 

●基金で繰下げをした場合は、国と同様に繰下げに
よる増額分（代行部分及びプラスアルファ部分）
が基金の年金に加算されます。加算額は、国と同
様に政令で定められた乗率（1月当たり0.7％、繰
上げ期間上限60月）により算出します。 

●国の老齢厚生年金の繰下げを開始（原則65歳時点）
する時点及び国の老齢厚生年金の繰下げを終了
する時点で、基金あてに届出する必要があります。 

※国の老齢厚生年金の繰下げを開始する時点で、基金あてに
届出がない場合、本来基金の年金給付を停止すべきところ、
基金の年金給付を継続支給することとなり「過剰払い」が
発生し、後日判明した場合、当該過剰払い額を基金へ返納
しなくてはならなくなるので、注意が必要です。 

●基金の繰下げは、老齢厚生年金を繰下げした場合
に行われるもので、老齢基礎年金だけの繰下げの
場合、繰下げできません。 

●当基金においても、国と同様に受給者の申し出に
よる年金支給停止制度を導入します。国の老齢厚
生年金を支給停止の申し出をした人は、基金の年
金（代行部分・プラスアルファ部分）の支給停止
を申し出ることができます。 

●当基金の年金を支給停止する時点及び解除する
時点で、基金あてに届け出る必要があります。 

●国同様、支給停止の申し出による増額はありま
せん。 

基金の対応基金の対応 基金の対応 

基金の対応基金の対応 基金の対応 

基金の対応 




